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個人情報の取得の制限の適用除外となる事務について 

 

 滋賀県個人情報保護条例（平成７年滋賀県条例第８号。以下「条例」という。）第６条第

２項は、思想、信教および宗教という内心の自由に関する個人情報や社会的差別の原因と

なるおそれのある情報は、不適切に取り扱われた場合、個人の権利利益を侵害する危険性

が特に高いことなどから、原則として取得を禁止するとともに、例外的に取得することが

できる場合を定めている。 

 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）

および行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 58 号。以下「行

政機関個人情報保護法」という。）の一部改正（平成 27 年法律第 65 号、平成 28 年法律第

51 号）が行われ、新たに「要配慮個人情報」が新設されたことに伴い、条例においても「社

会的差別の原因となるおそれのある個人情報」（条例第６条第２項）について、法の規定と

合わせる改正を平成 29年６月定例会で上程しており、条例の一部改正に伴い、以前に得た

答申についても条文の文言を合わせる必要があると考え、意見を求めるものである。 

 

○ 滋賀県個人情報保護条例第６条第２項 新旧対照表 

旧 新 

(取得の制限) 

第６条第１項 省略 

２ 実施機関は、思想、信条および宗教に関

する個人情報ならびに社会的差別の原因と

なるおそれのある個人情報を取得してはな

らない。ただし、法令等に定めがある場合、

警察の責務の遂行のために取得する必要が

あると実施機関が認める場合およびあらか

じめ滋賀県個人情報保護審議会の意見を聴

いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を

達成するために必要かつ欠くことができな

いと実施機関が認める場合は、この限りでな

い。 

(取得の制限) 

第６条第１項 省略 

２ 実施機関は、思想、信条および宗教に関

する個人情報ならびに人種、社会的身分、病

歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実

その他本人に対する不当な差別、偏見その他

の不利益が生じるおそれがあるものとして

規則で定める記述等が含まれる個人情報を

取得してはならない。ただし、法令等に定め

がある場合、警察の責務の遂行のために取得

する必要があると実施機関が認める場合お

よびあらかじめ滋賀県個人情報保護審議会

の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事

務の目的を達成するために必要かつ欠くこ

とができないと実施機関が認める場合は、こ

の限りでない。 

・「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」の内容について、規則等において特段

の規定もなく範囲が曖昧であった。 

→ 行政機関の個人情報の保護に関する法律の一部改正により、新たに「要配慮個人情報」
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が定義されたことを受け、滋賀県の条例改正においても、その内容と合わせることとし、

詳細部分については滋賀県個人情報保護条例施行規則および滋賀県個人情報保護条例施

行規程（告示）を制定し、対応した。 

 

○ 取得制限される個人情報の内容について 

  

人種 人種、世系又は民族的若しくは種族的出身を広く意味する。なお、単純な国

籍や「外国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種には含まな

い。また、肌の色は、人種を推知させる情報にすぎないため、人種には含ま

ない。 

信条 個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思想と信仰の双方を含むもの

である。 

※条例第６条第２項では「思想、信条および宗教」として規定 

社会的身分 ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易

にそれから脱し得ないような地位を意味し、単なる職業的地位や学歴は含ま

ない。 

病歴 病気に罹患した経歴を意味するもので、特定の病歴を示した部分（例：特定

の個人ががんに罹患している、統合失調症を患っている等）が該当する。 

犯罪の経歴 前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事実が該当する。 

犯罪により

害を被った

事実 

身体的被害、精神的被害及び金銭的被害の別を問わず、犯罪の被害を受けた

事実を意味する。具体的には、刑罰法令に規定される構成要件に該当し得る

行為のうち、刑事事件に関する手続に着手されたものが該当する。 

＊個人情報保護法ガイドライン（通則編）から抜粋 

 

 

○ 条例第６条第２項の規定する個人情報を取得するための要件（改正なし） 

 

              条例第６条第２項情報        取得 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人等 滋賀県 
① 法律および条例に定めのある場合 
② 警察の責務の遂行のために取得する必要がある

と実施機関が認める場合 
③ 審議会の意見を聴いた上で事務の目的を達成す

るために必要不可欠と実施機関が認める場合 



（案） 
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個人情報の取得の制限の適用除外となる事務について（答申） 

 

 平成 29年７月７日付け滋県情第 192 号で知事から諮問のあった個人情報の取得の制限の

適用除外となる事務について、当審議会の意見を下記のとおり答申する。 

 

記 

 

 諮問された事務の類型（別紙に掲げるもの）については、既に平成 17 年３月 29 日付け

個人情報の取扱いの制限の適用除外となる事務についてとして答申がされており、いずれ

も事務の目的の達成や円滑な実施を図る上で、滋賀県個人情報保護条例第６条第２項に規

定する個人情報を取得することが必要かつ欠くことができないものと認められているとこ

ろである。 

 今回、諮問のあった事務は、滋賀県個人情報保護条例の一部改正に合わせ、同条例の改

正の趣旨を反映し、取得できる個人情報を明確化したものであることから、妥当なもので

あると考えられる。 

 ただし、当該条例の制限の適用除外とする事務の類型に該当する場合であっても、当該

条例第６条第２項の規定の趣旨を踏まえ、個人情報を取得する必要性を十分に検討の上、

事務に必要最小限の範囲で取得するよう運用に努められたい。 

 

 


















